
愛荘町電子入札実証実験要領 
 
１．目的 
  平成 25 年 11 月公告分から導入する電子入札について、発注者、受注者双方の電子入

札の運用確認およびシステム操作習熟度の向上を目的として実施するものです。 
２．参加対象者 
  平成 25 年度・26 年度入札参加資格審査申請をした町内、準町内業者の内で電子入札実

証実験に参加希望のあった業者および電子入札システムシステムベンダーとする。 
３．実施案件 
  過去または架空の入札案件とし、建設工事の事前審査型条件付一般競争入札１件、建

設工事の指名競争入札１件、業務委託の事前審査型条件付一般競争入札１件、業務委託

の指名競争入札 1 件を実施する。 
４．実施日時および内容 
  町、入札参加者が、自らの事務所において実証実験に参加し、次の日程および内容に

より処理を行うものとする。 
入札参加者は、町が指定する入札案件に指定の金額の範囲内の任意の金額で入札する

ものとする。 
 
【事前審査型条件付一般競争入札】 
１．入札公告の掲載・確認 
  10 月 18 日（金）午前 9 時 30 分から 10 月 28 日（月）午後 4 時まで 
   ※上の期間内で、平日の午前 6 時から午後 11 時まで閲覧可能（土日は閲覧不可） 
  ・町は、入札情報公開システムに入札公告および設計図書（見本）を掲載する。 
  ・入札参加者は、それらを入札情報公開システムから確認し、ダウンロードする。 
２．競争参加資格確認申請書の提出 
  10 月 18 日（金）午前 10 時 00 分から 10 月 21 日（月）午後 5 時 00 分まで 
  ・入札参加者は、電子入札システムの当該案件の公告の掲載ページ（入札公告と同様

の箇所に掲載）から、競争参加資格確認申請書に必要事項を入力し、条件付一般競争

入札参加資格審査申請書（見本）、現場代理人および主任技術者または監理技術者調

書・配置予定技術者の工事経歴（見本）、技術者等の免許等の写し（見本）、雇用関係

を証明する書類（見本）を添付し、定められた期間内に提出してください。 
３．競争参加資格確認申請書受付票受信の確認 
  10 月 21 日（月）午後 5 時から 10 月 21 日（月）午後 7 時 00 分まで 
  ・入札参加者は、申請されたメールアドレスに競争参加資格確認申請書受付票受信の

案内が送信されますので、電子入札システムの当該案件の公告の掲載ページ（入札公

告と同様の箇所に掲載）から、受付票を確認してください。 
４．競争参加資格確認通知書受信の確認 
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  10 月 22 日（火）午前 10 時から 10 月 22 日（火）午前 11 時 00 分まで 
  ・入札参加者は、申請されたメールアドレスに競争参加資格確認通知書受信の案内が

送信されますので、電子入札システムの当該案件の公告の掲載ページ（入札公告と同

様の箇所に掲載）から通知書を確認してください。 
５．質問提出・回答 
  質問提出 10 月 22 日（火）午後 1 時から 10 月 23 日（水）正午まで 
  質問回答 10 月 23 日（水）午後 1 時から 10 月 23 日（水）午後 5 時 00 分まで 
   ※今回の質問提出は、全入札参加者が行ってください。 

・入札参加者は、町ホームページ（電子入札のページ）から質問提出様式（見本）を

ダウンロードし、定められた期間内に質問書をメールにて管理課へ提出する。（詳細は

町ホームページ（電子入札のページ）の質問提出・回答確認操作マニュアルを参照） 
  ・町は、入札情報公開システムに定められた期間内に回答を掲出する。（入札公告と同

様の箇所に掲載） 
６．入札書・積算内訳書の提出 
  10 月 24 日（木）午前 8 時 30 分から 10 月 25 日（金）午後 5 時 00 分まで 
   ※上の期間内で平日の 8 時 30 分から 20 時まで入札可能（土日は不可） 
   ※入札金額は、500 万円から 700 万円の範囲内の任意の金額を入力してください。 
  ・入札参加者は、町ホームページ（電子入札のページ）から積算内訳書様式（見本）

をダウンロードする。 
・入札参加者は、電子入札システムから、定められた期間内に入札書を送信する。併

せて積算内訳書の添付と電子くじの番号の入力を必ず行うこと。 
・入札参加者は、電子入札システムから入札書受付票を確認する。 

７．入札締切通知書の発行・確認 
  10 月 25 日（金）午後 5 時 00 分 
  ・町は、電子入札システムから入札締切通知書を送付する。 
  ・入札参加者は、電子入札システムから入札締切通知書を確認する。 
８．開札 
  10 月 28 日（月）午前９時 30 分から順次開札 
  ・町は、定められた日時に順次開札を行う。 
  ・同価入札となった案件は、電子入札システムが自動で「電子くじ」を実施する。 
９．落札結果通知書の送付・確認 
  10 月 28 日（月）開札終了後 
  ・町は、電子入札システムから当該案件の全入札参加者に対し、落札結果通知書を送

付する。（同時に電子メールを送信） 
  ・入札参加者は、電子入札システムから落札結果通知書を確認する。 
10．落札通知の FAX 送付・確認（落札者のみ）   
  10 月 28 日（月）開札終了後 
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  ・町は、落札者に対してのみ、落札通知のＦＡＸを送付する。 
  ・入札参加者は、ＦＡＸを受信したときは、電話にて受信確認を連絡する。 
11．入札結果情報公開・確認 
  結果登録終了後 
  ・町は、入札情報公開システムに入札結果情報を掲載する。 
  ・入札参加者は、入札情報公開システムから入札結果情報を確認する。 
   ※自社が指定されたとおりの案件、金額で入札できたか、また、無効等になってい

ないかなどを確認するために、必ず入札結果情報を確認してください。 
 
【指名競争入札】 
１．指名通知書の送付・確認 
  送付 10 月 25 日（金）午前 10 時 00 分から 10 月 25 日（金）午前 11 時まで 
  確認 10 月 25 日（金）午前 10 時 00 分から 10 月 28 日（月）正午まで 
  ※指名通知書は、電子入札システムから上の期間内に確認し、受領確認書を返送して

ください。 
  ・町は、電子入札システムから指名通知書を送付する。（同時に電子メールを送信） 
  ・入札参加者は、電子入札システムから指名通知書を確認し、受領確認書を返送する。 
２．設計図書の確認 
  10 月 25 日（金）午前 10 時 00 分から 11 月 1 日（金）正午まで 
   ※上の期間内で、平日の午前 6 時から午後 11 時まで閲覧可能（土日は閲覧不可） 
  ・入札参加者は、入札情報公開システムから指名通知書（詳細版）および設計図書（見

本）を確認し、ダウンロードする。 
３．質問提出・回答 
  質問提出 10 月 28 日（月）午後 1 時から 10 月 29 日（火）正午まで 
  質問回答 10 月 29 日（火）午後 1 時から 10 月 29 日（火）午後 5 時 00 分まで 
   ※今回の質問提出は、不要です。 
  ・町は、質問書の提出があったとみなして、入札情報公開システムに定められた期間

内に回答を掲出する。（入札公告と同様の箇所に掲載） 
４．入札書・積算内訳書の提出 
  10 月 30 日（水）午前 8 時 30 分から 10 月 31 日（木）午後 5 時 00 分まで 
   ※上の期間内で平日の 8 時 30 分から 20 時まで入札可能（土日は不可） 
   ※入札金額は、300 万円から 400 万円の範囲内の任意の金額を入力してください。 
  ・入札参加者は、町ホームページ（電子入札のページ）から積算内訳書様式（見本）

をダウンロードする。 
・入札参加者は、電子入札システムから、定められた期間内に入札書を送信する。併

せて積算内訳書の添付と電子くじの番号の入力を必ず行うこと。 
・入札参加者は、電子入札システムから入札書受付票を確認する。 
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５．入札締切通知書の発行・確認 
  10 月 31 日（木）午後 5 時 00 分 
  ・町は、電子入札システムから入札締切通知書を送付する。 
  ・入札参加者は、電子入札システムから入札締切通知書を確認する。 
６．開札 
  11 月 1 日（金）午前９時 30 分から順次開札 
  ・町は、定められた日時に順次開札を行う。 
  ・同価入札となった案件は、電子入札システムが自動で「電子くじ」を実施する。 
７．落札結果通知書の送付・確認 
  11 月 1 日（金）開札終了後 
  ・町は、電子入札システムから当該案件の全入札参加者に対し、落札結果通知書を送

付する。（同時に電子メールを送信） 
  ・入札参加者は、電子入札システムから落札結果通知書を確認する。 
８．落札通知の FAX 送付・確認（落札者のみ）   
  11 月 1 日（金）開札終了後 
  ・町は、落札者に対してのみ、落札通知のＦＡＸを送付する。 
  ・入札参加者は、ＦＡＸを受信したときは、電話にて受信確認を連絡する。 
９．入札結果情報公開・確認 
  結果登録終了後 
  ・町は、入札情報公開システムに入札結果情報を掲載する。 
  ・入札参加者は、入札情報公開システムから入札結果情報を確認する。 
   ※自社が指定されたとおりの案件、金額で入札できたか、また、無効等になってい

ないかなどを確認するために、必ず入札結果情報を確認してください。 
 
【留意事項】 
１．入札公告は、入札情報公開システムに掲載しますので、必ず確認してください。 
２．指名通知書は、利用者登録の際の電子メールアドレスにメールが送信されますので、

受信後は電子入札システムにログインし、確認すること。なお、電子入札システムの

指名通知書は、記載項目が概要しかないため、詳細を記載した指名通知書は、入札情

報公開システムに掲載してあるので併せて確認をしてください。 
 


